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道路等除草業務委託実施要領 

 

１ 実施回数  

必要に応じて、年１～２回程度とする。 

 

２ 委託地域 

建設事務所管内を、地域の状況などを勘案して区分し、その地域別に委託す

るものとする。 

 

３ 委託方法 

各地域内の建設業者の入札による総価契約方式又は地域維持型建設共同企

業体による単価契約方式とする。 

 

４ 契約書等 

 総価契約 単価契約 

契 約 書 維持業務委託契約書 
維持業務委託契約書 

（単価契約用） 

契約条項  

維持業務委託契約書の条項

［金銭的保証用（無保証用） 

（除草）］ 

維持業務委託契約書の条項 

［単価契約用の場合用］ 

仕 様 書 維持業務仕様書 

特記仕様書 道路等除草業務特記仕様書 

設 計 書 単価表・代価表等 

 

５ 実施方法 

施行箇所図により、設計書等に従い実施する。 

 

６ 確認及び検査 

① 確認 

実施報告書に基づき監督員が現場の確認を行う。 

 ② 検査 

   監督員の確認に基づき三重県建設工事検査規則の定めるところにより検

査を行う。 
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地域維持型維持修繕業務委託の運用（案）について 

令和７年９月３０日 

 

 試行中の地域維持型維持修繕業務委託については、下記のとおり運用することとする。 

 

記 

 

１ 指示限度金額について 

 ・修繕業務について 

地域維持型維持修繕業務委託において指示内容が、管理施設の修繕等に分類されるも

のについては、原則 1指示 150万円未満とする。 

やむを得ず、指示額が 150万円以上となる場合には、三重県公共工事共通仕様書に基

づき、材料確認書、出来形管理、品質管理、写真管理等の施工管理資料を受注者に提出

させることとする。 

なお、150 万円未満であっても、必要に応じて施工管理資料の提出を求めることがで

きる。 

 

 ・維持業務について 

維持業務については、１指示 400万円未満とする。 

なお、除草、伐木、漂着物撤去については、1指示 500万円未満とする。 

 

２ 施工体制台帳について 

指示内容が建設工事に分類されるものにおいて、業務の一部を下請け負いさせる場合

には、施工体制台帳を整備するとともに監督員に通知するよう指示することとする。 

施工体制台帳の作成及び提出等の対応については「施工体制点検マニュアルの改正に

伴う小規模業務委託等の対応について（通知）平成 27年 3月 30日付事務連絡」による

ものとする。 

 

※ 上記の指示額については、消費税及び地方消費税を含むものとする。 
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維 持 業 務 仕 様 書 

 

第１節 総 則 

第１条 適 用 

１ この仕様書は、県が発注する道路・河川・砂防・海岸・港湾・公園維持業務（以下「業務」

という。）の施行に関し適用する。 

２ この仕様書のほか、特記仕様書を定めた場合は、その特記仕様書を優先して適用すること

とする。 

 

第２条 通報等 

１ 受注者は、常に監督員と連絡のとれる態勢を心掛けなければならない。 

２ 受注者は、第三者から通報・連絡等があった場合は、丁寧に対応し、その内容を速やかに

監督員に報告しなければならない。 

 

第３条 監督員の立会 

１ 受注者は、監督員が立会を指定した業務については、監督員の立会を得て実施することと

する。 

２ 受注者は、業務実施にあたり、監督員の立会を必要と認めた場合は、監督員に立会を求め

ることができることとする。 

 

第４条 跡片付け 

１ 受注者は、業務が完了した場合は、直ちに跡片付け及び清掃等を行わなければならない。 

２ 受注者は着手した日に業務が完了しない場合は、監督員に報告するとともに、他に危険が

生じないよう必要な保安施設等を設置し、交通の安全や施設利用者の安全等を確保するため

必要な措置を講じなければならない。 

 

第５条 廃棄物、現場発生品の処理 

１ 受注者は、業務実施に伴って生ずる土砂、塵芥、アスファルト塊、汚泥、刈取った草木等

の廃棄物をその責任において、関係法令を遵守し適切に処理することとする。処理方法等に

ついては、必要に応じて監督員と協議することとする。 

なお、処理にあたっては、第三者に損害及び迷惑をかけないよう十分注意しなければなら

ない。 

２ 現場発生品は、監督員に連絡し、その指示により処理することとする。 

３ 廃棄物、現場発生品は、原則としてその日のうちに処理することとする。 
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第６条 地下埋設箇所の施工 

受注者は掘削を伴う工事の施工にあたっては、着手前に埋設物管理者及び監督員と協議し、

埋設物に損傷を与えないよう十分注意しなければならない。 

 

第７条 事故防止対策 

１ 受注者は、業務中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において

定め、業務を実施すること。 

２ 受注者は、業務中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡すること。 

３ 受注者は架空線等上空施設の近接作業を行うにあたり、現地調査を十分実施し、現場条件

や作業条件に応じた安全対策や保安対策を講じ、損傷事故等の防止を図らなければならな

い。 

４ 受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における箇所の作業にあっては、南海トラフ

地震臨時情報が気象庁から出された場合には、作業中断等の措置をとるものとし、これに

伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 

また、南海トラフ地震防災対策推進地域以外における箇所の作業にあっても、南海トラフ

地震臨時情報が気象庁から出された場合には、一般交通等第三者に対する安全及び作業現場

内の安全を確保する等の保全処置を講じなければならない。 

（1） 受注者は、上記事実が発生し措置をとった場合には、その内容を直ちに監督員に連絡

しなければならない。 

（2） 受注者は、上記の地震に限らず震度４以上の地震が発生した場合は、速やかに作業を

中止するとともに現場内を点検し、その状況を監督員に連絡するものとする。 

また、震度３以上の地震が発生した場合は、現場内を点検し作業に影響を与える現

場内の変化や破損が見られる場合は、状況を監督員に連絡する。 

（3） 作業の再開時期については、安全を最優先に検討し、監督員と十分に協議したうえで

決定すること。 

 

第８条 安全管理 

受注者は、労働安全衛生法など業務に関する最新の諸法令を遵守し、業務の円滑な進捗を

図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行うこと。 

 

第９条 出来高の確認資料 

受注者は、業務実施にあたっては、現場写真、作業日報、その他出来高の確認に必要 

な資料を作成し、監督員の指示に従い提出することとする。 
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第１０条 施設台帳の作成 

１ 受注者は、施設の新設又は修繕を行った場合には、該当する施設台帳を作成（修繕の場合

は更新）しなければならない。 

２ 施設台帳の作成又は更新にあたり、記入方法を監督員と協議するものとする。 

 

第１１条 交通規制 

１ 受注者は、業務実施にあたって交通規制を必要とする場合は、あらかじめ監督員に申し出

てその指示に従わなければならない。 

２ 業務実施にあたって交通に危険を及ぼすおそれがある場合は、バリケード、保安ロープ、

セフティコーン、赤色灯、標識等によるほか、必要に応じ交通誘導警備員を配置して交通の

安全を確保しなければならない。 

３ 交通誘導警備員の配置については、下記のとおり取り扱うこととする。 

（1） 交通誘導警備員のうち１人は有資格者（１級又は２級検定合格者）としなければなら

ない。 

（2） 三重県内の指定路線においては、交通誘導警備業務を行う場所（交通規制区間）毎に

有資格者を１人以上配置しなければならない。なお、指定路線は、「三重県公共工事共

通仕様書」を参照するものとする。 

（3） 指定路線以外の路線において､有資格者が配置できない場合は、監督員の承諾を得て交

通の誘導・整理の実務経験３年以上の者とすることができる。 

（4） 緊急に交通誘導を行う場合であって、第２項から第４項の交通誘導警備員の配置が困

難である場合は、元請業者の従業員等による交通誘導警備を可能とする。 

４ 異常気象時に県管理道路において通行規制等の必要が生じた場合は、当業務委託において

対応することがあるため、通行規制に必要なバリケード、保安灯等を用意しておくこと。 

  また、通行規制看板等の配備については、監督員との協議により実施するものとする。 

 

第１２条 不当介入を受けた場合の措置 

  暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第２条第１項第 14

号）を受けた場合の措置については、下記のとおりとする。 

１ 受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第２条第１項第 12 号）に

よる不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時

点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

２ １により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速

やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 

３ 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生

じた場合は、発注者と協議を行うこと。 
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第１３条 施工体制台帳等の作成 

１ 受注者は、建設工事に分類される業務（構造物を設置する業務）について、下請負に付す

る場合には、施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを提出すること。 

２ 業務実施時は、作業にあたる車両等に施工体制台帳及び施工体系図を備え付けることとし、

その状況を示す写真を提出すること。 

第１４条 県産木材の利用 

１ 受注者は、監督員から県産木材の利用の指示があった工種については、県産木材を利用す

ること。 

２ 工事案内看板（標示板）及びバリケードについては、原則、県産木材を利用すること。た

だし、県産木材が利用できない場合は、監督員と調整のうえ、従来品を利用することができ

る。 

  また、バリケードについて、単管バリケード等の規格の異なる木製以外のバリケードの混

在は可とする。 

３ 防腐・防蟻処理の性能区分については、監督員の指示によるものとする。 

 なお、工事案内看板（標示板）、仮設防護柵工等の仮設材については、防腐・防蟻処理は

不要とする。 

４ 木製ガードレールについては、以下のとおりとする。 

○レール 

木材を使用したレールについては、「防護柵設置基準」及び同関連通達「車両用防護柵性

能確認試験方法について」に定められた試験方法により、土木研究センターにて検証し防護

柵の性能を満たしたものの同等品とする。 

○レール以外（支柱） 

鋼製ガードレールと同様。 

５ 指示額が 150万円以上の場合は、以下の資料を提出すること。 

・県産木材の使用が証明できる資料（県産材証明書、納品書等） 

なお、工事案内看板（標示板）及びバリケードについては、「県産木材の使用が証明でき

る資料」の流用を可とする。 

・加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分を証明できる品質証明書等 

・前項の性能を満たしたものであることを証明できる品質証明書等 

 

第１５条 労働基準監督署への確認結果等の報告 

１ 発注者から緊急の指示があり、労働基準監督署へ労働基準法第 33 条又は第 139 条の適用

の有無の確認（相談）等を行った場合は、維持業務完了届提出時に別紙「労働基準監督署へ

の手続き等結果報告用紙」を添付し、結果を報告すること。 

２ 委託業務完了届提出後に確認（相談）等を行った場合は、工事打合せ簿に別紙「労働基準

監督署への手続き等結果報告用紙」を添付し結果を報告すること。 
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第１６条 業務指示について 

１ 災害や特別な事象等が発生した場合は、○○建設事務所の管外、同管内（全域）及び 

地域維持型建設共同企業体（乙型）の場合は地域維持型建設共同企業体協定書（乙型）に基づ

く業務分担の範囲外において、業務を指示することがある。 

 

 

・○○に該当する建設事務所名を記載の上、このテキストも削除してください 
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                                    （別紙） 

 

労働基準監督署への手続き等結果報告用紙 

 

指示番号：        号 

 

① 

労働基準監督署への確認（相談）の有無 

□ 第３３条の適用 

 

□ 第１３９条の適用 

 

 

 

 

③ 

第３３条の届出（許可申請）手続きの有無 

□ 届出 

 

□ 許可申請 

 

 

 

 

② 

労働基準監督署への確認（相談）の結果 

第３３条   □ 対象 

□ 対象外 

第１３９条   □ 対象 

         □ 対象外 

④ 

許可申請の結果 

第３３条   □ 対象 

□ 対象外 
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